
放射線測定設備現況届出書

電原運第 2020-87 号

令和 2 年 11 月 19 日

原子力規制委員会  殿

届出者

住所 広島県広島市中区小町４番３３号  

氏名 中国電力株式会社

   代表取締役社長執行役員 清水 希茂

放射線測定設備の現況について，原子力災害対策特別措置法第１１条第３項の規

定に基づき届け出ます。

原子力事業所の名称及び場所
中国電力株式会社 島根原子力発電所

島根県松江市鹿島町片句６５４－１

原子力事業所内の放射線測定

設備

設置数 ６式（Ｎｏ．２，Ｎｏ．４及びＮｏ．６ＮａＩ(Ｔｌ)

シンチレーション式検出器及び計測部ユニット

更新）

設置場所 別図参照

原子力事業所外の放射線測定

設備

設置者

設置場所

検出される数

値の把握方法

備考１ この用紙の大きさは日本産業規格Ａ４とする。

２ 「原子力事業所外の放射線測定設備」の欄は，原子力災害対策特別措置法に基づき原子力

防災管理者が通報すべき事象等に関する規則第８条第１号ただし書の規定により代える

こととした放射線測定設備を記載するものとする。



発電所敷地周辺の放射線測定設備配置図
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名  称 測定対象 測定器種類，測定レンジ 

モニタリングポスト

（ＭＰ-１～６） 
空気吸収線量率

NaI(Tl)ｼﾝﾁﾚｰｼｮﾝ：１０nGy/h～１０５nGy/h

電離箱：１０nGy/h～１０８nGy/h 

：検査対象設備 

：周辺監視区域 

：敷地境界 

別
図


